
掲示・閲覧用  No：54-000245

1. 事業者の概要 ( 年 6 月 1 日 現在）

１６４－００１２

東京都中野区本町一丁目１２番８号

2. 事業所の概要

住所　〒

TEL FAX

1 あり 2 なし 1 あり 2 なし

3. 事業の目的及び運営の方針

ASK第102号13版(KT)-②

重要事項説明書（居宅介護支援）

2026

事業者(法人)名 株式会社アズ・ライフケア 法人種別 株式会社

代表者 役職 代表取締役 氏名 前田　隆博

所在地 住所 電話番号 ０３－６３１６－１８１３

事業内容 介護事業

法人の沿革・特色 ２０１３　年　１２　月　２０　日　に設立

法人が保有する
事業所の種類

居宅介護支援・通所介護・短期入所生活介護・介護付有料老人ホーム・日常生活支援総合事業

事業所の名称 あずみ苑秩父(公園橋)

埼玉県秩父市中村町３－１－３３

０４９４－２７－８８２１ ０４９４－２７－８８２２

事業所番号 第　　１１７４９０１１１４　　号

所在地
電話番号

３６８－００５１

運営の方針

■　事業所の介護支援専門員は、お客様の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、そのお客様が可
能な限りその居宅において、有する能力に応じ自立した日常生活を営む事が出来るよう、お客様の立場に立っ
て援助を行う。
■　事業の提供にあたっては、お客様の意思及び人格を尊重して、お客様の選択に基づき適切な保健医療
サービス及び福祉サービスが、多様な事業者から、総合的かつ効率的に提供されるよう中立公正な立場で
サービスを調整する。
■　事業の実施にあたっては関係市町村、地域の保健・医療・福祉サービス並びに居宅サービス事業者、地域
包括支援センター、特定相談支援事業者等との綿密な連携を図り、総合的なサービス提供に努めるものとす
る。

利用の対象者 要介護認定申請中　・　要介護認定者

事業の目的
株式会社アズ・ライフケアが開設する指定居宅介護支援の事業は、適正な運営を確保する為に人員及び管理
運営に関する事項を定め、事業所の介護支援専門員（以下「介護支援専門員」という。）が、要介護状態にある
高齢者に対し、適正な指定居宅介護支援を提供することを目的とする。

初回指定取得日 ２０２２年１１月１日

管理者名 千島　香純

第三者による評価の実施状況 実施日
評価機
関名称

結果の
開示
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掲示・閲覧用  No：54-000245

4.  事業所の職員体制

名

名 名

業務内容

管理者： 本事業所の従業員及び業務の管理を一元的に行うものとし、従業者に運営基準を遵守させる為の必要な

指揮命令を行います。

介護支援専門員： お客様の相談を受け、心身の状況に応じた適切な居宅サービス計画を作成すると共に施設サービスを

利用できるよう市区町村、居宅サービス事業者及び介護保険施設等との連絡調整を行います。

5. 事業の実施地域

6. 営業日時

～ へ連絡

※但し、お客様の状況により休業日であってもサービスの提供を行う場合があります。

7. 居宅介護支援の流れ

居宅介護支援提供の統一した流れは以下のとおりです。

居宅サービス計画
原案の作成

お客様ならびにそのご家族の生活に対する意向、援助方針、解決すべき課題、提供されるサービス
の目標と達成時期、サービスの種類、内容及び利用料、提供時の留意事項を記載した居宅サービス
計画原案の作成

居宅サービス計画原案
作成時の配慮事項

お客様ならびにそのご家族が、複数の居宅サービス事業所の紹介を求める事が可能であり、また、当
該事業所を位置付けた理由を求めることが可能であることを説明した上で、居宅サービス計画原案を
作成（当事業所のケアプランの訪問介護、通所介護、地域密着型通所介護、福祉用具貸与の利用状
況は別紙のとおりとする）

ケアマネジャーの決定 ケアマネジャーの利用の有無、担当ケアマネジャーの決定と業務の説明

受給資格の確認
お客様の介護保険被保険者証にてお客様の被保険者資格、要介護認定の有無及び要介護認定の
有効期間の確認

契約等
サービスの提供に際しては、あらかじめお客様もしくはそのご家族に対し、運営規程の概要などを記し
た重要事項を文書にて交付し、説明を行い、お客様の同意を得た上で契約を締結

アセスメント

介護保険を利用するに至った経緯の聴取、介護保険制度の利用によって改善したい課題の聴取（主
訴の聴取）、 介護保険被保険者証の内容、家族構成、経済状況、他の制度の利用の有無の確認、緊
急連絡、既往歴、生活歴、通院する 医療機関、現在の服薬内容、住宅環境の調査、フェイスシート作
成、全社協方式、もしくは当社独自方式での課題分析の実施

情報の入手 施設からの退所、病院からの退院に向けて居宅介護の情報の入手

心身機能評価 日常生活動作の評価、日常生活周辺動作の評価、認知機能その他の評価

介護保険制度の
説明

介護保険制度の利用の説明、各事業の説明と実施できない内容の理解、要介護度による介護の制
限、他制度との併用時の優先、要支援・要介護の目的の違いの説明

サービスを提供する実施地域 秩父市・横瀬町

営　　　　業　　　　日 営　　業　　時　　間 年末年始（１２月３０日～１月３日）・休日の緊急連絡方法

月曜日～金曜日 ８：３０ １７：３０ あずみ苑秩父(公園橋) TEL ０４９４－２７－８８２１

相談受付
地域包括支援センター、病院などの医療機関、お客様又はそのご家族から来所（相談室等）又は電
話又は必要に応じて居宅により、居宅介護支援サービスの利用の受付、来所（相談室等）又は電話又
は必要に応じて居宅等による聞き取りから介護保険利用に関する相談の受付

訪問調整日 自宅に訪問し、介護保険の説明等を行う為の日程調整

介護支援専門員 介護支援専門員 ２ ０ 管理者兼務

管　　　理　　　者 介護支援専門員 １ 介護支援専門員兼務

職　種 資　格 常　勤 非常勤 兼務状況
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掲示・閲覧用  No：54-000245

8. 訪問頻度の目安  :　 毎月１回以上訪問します。

9. 身分証明書の携行

介護支援専門員は身分証明書を携行し、 初回訪問時及びお客様又はそのご家族から求められた時は、提示を行います。

10. 利用料金

（1） 利用料金は、下記料金表記載のとおり、サービス毎に定められている単位数をもとに計算されます。

具体的には、

ア） 基本額のうち実際に受けたサービスの合計単位数を計算します。

イ） お客様がご利用いただいているサービスが加算額項目に定める各該当要件を満たす場合には、それぞれ定められた

計算式に従い、ア）に加算処理を行います。

ウ） ア）及びイ）より計算された総単位数に地域区分　（ ） に応じた一単位の単価 （ 円 ）を

掛けた額が介護報酬となります。

（2） 要介護認定を受けられた方は、全額給付の為自己負担はありません。

（3） 下記料金表に記載された金額は、あくまで目安となります。

（4） 保険料の滞納等により法定代理受領ができなくなった場合、１ヶ月につき要介護度に応じて下記の金額をいただき、本事業所

から居宅介護支援提供証明書を交付します。

居宅介護支援提供証明書を後日、保険者の窓口に提出しますと全額払戻が受けられます。

（5） サービス提供地域の方は、指定居宅介護支援に要する交通費は無料です。

それ以外の地域の方は、介護支援専門員が訪問する為の交通費の実費が必要です。

なお、自動車を使用した場合の交通費は、実施地域を越えた地点から１ｋｍ　１４円となります。

（6） 要介護認定の結果、認定前に提供された居宅介護サービスの内容が、認定後の区分支給限度額を上回った場合には、保険

給付とならないサービスが生じる可能性があります。この場合、保険給付されない居宅介護サービスにかかる費用は、その全

額をお客様においてご負担いただくことになります。

その他 １０.００

給付管理
毎月月末に利用した援助内容に対し、適正な点数を確認し、翌月１０日までに国民健康保険団体連
合会に提出

医療との連携

居宅サービス計画原案作成時または医療系サービスの導入時に、お客様の同意を得て医師の意見
を求める
各サービス提供事業者から伝達された心身の状態・口腔機能や服薬状況、訪問時に把握したお客様
の状態について主治の医師等に伝達
※入院時には、担当介護支援専門員の氏名及び連絡先等を入院先医療機関にお知らせ下さい。

行政手続等
心身の著しい機能変化により要介護度を変更する場合の申請、認定更新の為の申請
介護保険制度による福祉用具、住宅改修等の補助の申請

再計画の作成 モニタリングにより身体の状態変化、又は、前回の計画期限が終了する場合の再計画の作成

施設の紹介 介護老人福祉施設・介護老人保健施設等の施設の紹介

予防介護利用
要支援のお客様は管轄する地域包括支援センターの委託により連携をもって指定介護予防支援及
び介護予防ケアマネジメント業務を実施

サービス担当者会議 自宅又は事業所内にてサービス提供事業者とお客様ならびにそのご家族との会議の実施

事業者調整 居宅サービス計画原案に基づき、サービス提供事業者との調整

モニタリング
毎月1回以上自宅を訪問し、心身の状態・服薬状況、各サービス提供事業者の計画遂行状況、対応
する支援内容を把握し記録・保管

サービスの提供 各サービス提供事業者のサービス提供開始、実施状況の把握

居宅サービス計画の
説明及び同意

居宅サービス計画原案に位置づけた居宅サービス等が保険給付の対象となるかを区分した上で、お
客様ならびにそのご家族に説明し、文書により同意の取得

居宅サービス計画書の
交付

お客様ならびにそのご家族より同意を得た居宅サービス計画書をお客様及びサービス提供事業者、
居宅サービス計画に医療系サービスを位置付けている場合は、意見を求めた医師に交付
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① 基本額

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

② 加算額　（算定しない加算においては、網掛けをしております。）

以下①又は②の要件に該当するお客様に指定居宅介護支援を行った場合

① 新規に居宅サービス計画を作成するお客様。

② 要介護状態区分が2段階以上変更されたお客様。

以下①から⑫のいずれの要件にも該当していること

①

② 常勤専従の介護支援専門員を3名以上配置している。

④

⑤ 要介護3以上のお客様の割合が40％以上である。

⑥ 介護支援専門員に対し、計画的に研修を実施している。

⑦ 地域包括支援センターからの困難事例の居宅介護支援を行っている。

⑨

⑩

⑪ 介護支援専門員実務研修における実習等に協力又は協力体制を確保している。

⑫

⑬

以下①及び②のいずれの要件にも該当していること

① 上記の②、③、④及び⑥から⑬までの要件を満たしている。

③ 常勤専従の介護支援専門員を3名以上配置している。

お客様に関する情報又はサービス提供に当たっての留意事項に係る伝達等を目
的とした会議を定期的に開催している。

24時間連絡体制を確保し、必要に応じお客様等の相談に対応する体制を確保し
ている。

他の法人が運営する指定居宅介護支援事業者と共同で事例検討会、研修会等
を実施している。

必要に応じて、多様な主体等が提供する生活支援のサービスが包括的に提供さ
れるような居宅サービス計画を作成している.

特定事業所加算
（Ⅱ）

４２１ 単位 ４,２１０ 円

介護支援専門員の1人あたりの担当件数が45名 未満である。
（居宅介護支援費（Ⅱ）を算定している場合は50 名未満）

常勤専従の主任介護支援専門員を配置している。
※（③も同）利用者に対する指定居宅介護支援の提供に支障がない場合は、当該指定居宅介護支援事業所の他の職務と兼務をし、又
は同一敷地内にある他の事業所の職務と兼務をしても差し支えない。

②

（ⅰ）

特定事業所加算
（Ⅰ）

５１９ 単位

（ⅲ）

項目 単位数　：　費用総額

（ⅱ）

５,１９０ 円

取扱い件数60件以上
要介護３から要介護５ ４１０ 単位 ４,１００

要介護１又は要介護２ ３１６ 単位 ３,１６０

該当要件

初回加算 ３００ 単位 ３,０００ 円

取扱い件数50件以上60件未満
要介護３から要介護５ ６８３ 単位 ６,８３０

要介護１又は要介護２ ５２７ 単位 ５,２７０

取扱い件数60件以上
要介護３から要介護５ ４２２ 単位 ４,２２０

（ⅲ）
要介護１又は要介護２ ３２６ 単位 ３,２６０

要介護１又は要介護２ ５４４ 単位 ５,４４０
取扱い件数45件以上60件未満

要介護３から要介護５ ７０４ 単位 ７,０４０

項目 単位数　：　費用総額 該当要件

居宅介護
支援費
（Ⅰ）

（ⅰ）
要介護１又は要介護２ １,０８６ 単位 １０,８６０

取扱い件数45件未満
要介護３から要介護５ １,４１１ 単位 １４,１１０

（ⅱ）

  指定居宅サービス事業者等との間で居宅サービス計画に係るデータを電子的に送受信するためのシステムの活

居宅介護
支援費
（Ⅱ）

特定事業所集中減算の適用を受けていない。

家族に対する介護等を日常的に行っている児童や、障害者、生活困窮者、難病
患者等、高齢者以外の対象者への支援に関する知識等に関する事例検討会、
研修等に参加していること

常勤専従の主任介護支援専門員を2名以上配置している。
※（②も同）利用者に対する指定居宅介護支援の提供に支障がない場合は、当該指定居宅介護支援事業所の他の職務と兼務をし、又
は同一敷地内にある他の事業所の職務と兼務をしても差し支えない。

③

⑧

１０,８６０
取扱い件数50件未満

要介護３から要介護５ １,４１１ 単位 １４,１１０

要介護１又は要介護２ １,０８６ 単位
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以下①から③のいずれの要件にも該当していること

① 上記の③、④及び⑥から⑬までの要件を満たしている。

③ 常勤専従の介護支援専門員を２名以上配置している。

以下①から④のいずれの要件にも該当していること

① 上記の②、③、④及び⑥から⑬までの要件を満たしている。

③ 常勤専従の介護支援専門員を1名以上配置している。

④ 非常勤の介護支援専門員を1名以上配置している。

 以下①から③のいずれの要件にも該当していること

①

②

③ 特定事業所加算（Ⅰ）、（Ⅱ）又は（Ⅲ）を算定している。

以下①から⑤のいずれの要件にも該当していること

①

②

③ 居宅サービス計画を作成した場合。

④ 居宅サービス又は地域密着型サービスの利用の調整を行った場合。

⑤

以下①及び②のいずれの要件にも該当していること

① 上記①から④の要件を満たしている。

②

以下①及び②のいずれの要件にも該当していること

① 上記の①から④の要件を満たしている。

②

以下①及び②のいずれの要件にも該当していること

① 上記の①から④の要件を満たしている。

②

該当要件

特定事業所
医療介護連携加算

１２５ 単位 １,２５０ 円

退院・退所加算（Ⅰ）イ、（Ⅰ）ロ、（Ⅱ）イ、（Ⅱ）ロ又は（Ⅲ）の算定に係る医療機関
との連携の回数の合計が年間（前々年度の3月から前年度の2月まで）35回以上
である。

ターミナルケアマネジメント加算を年間（前々年度の3月から前年度の2月まで）5
回以上算定している。

特定事業所加算
（A）

１１４

項目 単位数　：　費用総額

単位 １,１４０ 円

お客様が病院又は診療所に入院した日の翌日又は翌々日に、当該病院又は診療所
の職員に対して、お客様の心身の状況や生活環境等、必要な情報を提供した場合
※ 営業時間終了後に入院した場合であって、入院日から起算して３日目が営業日でない場合は、その翌日
を含む。

入院時情報
連携加算（Ⅰ）

２５０ 単位 ２,５００ 円

お客様が病院又は診療所に入院した日のうちに、当該病院又は診療所の職員に対し
て、お客様の心身の状況や生活環境等、必要な情報を提供した場合
※ 入院日以前の情報提供を含む。
※ 営業時間終了後又は営業日以外の日に入院した場合は、入院日の翌日を含む。

入院時情報
連携加算（Ⅱ）

２００ 単位 ２,０００ 円

施設等からお客様に係る必要な情報の提供をカンファレンスにより1回受けた場
合。

退院・退所加算
（Ⅰ）イ

４５０ 単位 ４,５００ 円

病院若しくは診療所又は地域密着型介護老人福祉施設若しくは介護保険施設
（以下「施設等」）から退院又は退所する場合。

居宅サービス又は地域密着型サービスを利用する場合、入院先又は入所先の職
員と面談を行い、お客様の必要な情報提供を受けた場合。

施設等からお客様に係る必要な情報の提供をカンファレンス以外の方法により1
回受けた場合。

退院・退所加算
（Ⅰ）ロ

６００ 単位 ６,０００ 円

施設等からお客様に係る必要な情報の提供を2回受けており、うち1回以上はカン
ファレンスによる場合。

退院・退所加算
(Ⅱ）イ

６００ 単位 ６,０００ 円
施設等からお客様に係る必要な情報の提供をカンファレンス以外の方法により2
回以上受けた場合。

退院・退所加算
（Ⅱ）ロ

７５０ 単位 ７,５００ 円

常勤専従の主任介護支援専門員を配置している。
※（③も同）利用者に対する指定居宅介護支援の提供に支障がない場合は、当該指定居宅介護支援事業所の他の職務と兼務をし、又

は同一敷地内にある他の事業所の職務と兼務をしても差し支えない。

常勤専従の主任介護支援専門員を配置している。
※（③も同）利用者に対する指定居宅介護支援の提供に支障がない場合は、当該指定居宅介護支援事業所の他の職務と兼務をし、又
は同一敷地内にある他の事業所の職務と兼務をしても差し支えない。

②

②特定事業所加算
（Ⅲ）

３２３ 単位 ３,２３０ 円
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以下①及び②のいずれの要件にも該当していること

① 上記の①から④の要件を満たしている。

②

以下①及び②のいずれの要件にも該当していること

①

②

①

②

③ 減算額

11. 事故発生時及び緊急時の対応

（1） お客様に対する居宅介護支援の提供により事故が発生した場合は、市区町村、お客様のご家族等に連絡を行うとともに必要

な措置を講じ、事故の状況及び事故に際して取った処置について記録をします。

（2） 訪問したときにお客様が緊急を要するような状態、怪我をしており医療機関に搬送しなければならない際は、ご家族への連絡

前に緊急対応し、その後にご家族等に連絡します。

12. 虐待防止の取り組みについて

本事業所は、虐待の発生を防止するため、以下の措置を講じます。

（1） 虐待又は虐待の恐れがあると判断した場合には、市区町村等の高齢者虐待対応窓口へ通報いたします。

（2） 虐待防止のための定期的な研修を実施いたします。

（3） その他虐待防止のために必要な措置を講じます。

利用者が医師の診察を受ける際に同席し、医師等に利用者の心身の状況や生活環
境等の必要な情報提供を行い、医師等から利用者に関する必要な情報提供を受けた
上で、居宅サービス計画（ケアプラン）に記録した場合（利用者1人につき、1月に1回の
算定を限度とする）

緊急時等居宅
カンファレンス加算

２００ 単位 ２,０００ 円

病院又は診療所の求めにより、病院又は診療所の医師又は看護師等とともにお客様
の居宅を訪問し、カンファレンスを行い、必要に応じて居宅サービス又は地域密着型
サービスの利用の調整を行った場合（利用者1人につき、1月に2回の算定を限度とす
る）

通院時
情報連携加算

５０ 単位 ５００ 円

項目 単位数　：　費用総額 該当要件

24時間連絡できる体制を確保し、必要に応じて指定居宅介護支援を行うことがで
きる体制を整備している。

死亡日及び死亡日前14日以内に2日以上居宅を訪問し、お客様又はその家族の
同意を得た上で、お客様の心身の状態等を記録し、主治の医師及び居宅サービ
ス計画に位置付けた居宅サービス事業所に提供している。

ターミナルケア
マネジメント加算

４００ 単位 ４,０００ 円

施設等からお客様に係る必要な情報の提供を3回以上受けており、うち1回以上
はカンファレンスによる場合。

退院・退所加算
（Ⅲ）

９００ 単位 ９,０００ 円

同一建物に居住
する利用者への
ケアマネジメント

所定単位数の
95％を算定

対象となる利用者
・指定居宅介護支援事業所の所在する建物と同一の敷地内、
隣接する敷地内の建物又は指定居宅介護支援事業所と同一
の建物に居住する利用者・指定居宅介護支援事業所におけ
る1 月当たりの利用者が同一の建物に20人以上居住する建
物（上記を除く。）に居住する利用者

業務継続計画
未実施減算

所定単位数の
1.0%を減算

以下の基準に適合していない場合。
①　 感染症や非常災害の発生時において、利用者に対す
サービスの提供を継続的に実施するための、及び非常時の体
制で早期の業務再開を図るための計画（業務継続計画）を策
定すること

②　当該業務継続計画に従い必要な措置を講ずること
※令和７年３月31 日までの間、感染症の予防及びまん延の防
止のための指針の整備及び非常災害に関する具体的計画の
策定を行っている場合には、減算を適用しない。

高齢者虐待防止措
置未実施減算

所定単位数の
1.0%を減算

虐待の発生又はその再発を防止するための以下の措置が講
じられていない場合。
・ 虐待の防止のための対策を検討する委員会（テレビ電話装
置等の活用可能）を定期的に開催するとともに、その結果につ
いて、従業者に周知徹底を図ること。
・ 虐待の防止のための指針を整備すること。
・ 従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施
すること。
・ 上記措置を適切に実施するための担当者を置くこと。

介護職員等処遇
改善加算

（介護報酬総単位数×2.1％加算）

以下①または②のいずれかを満たし、賃金改善を実施していること

（ア）ケアプランデータ連携システムを利用している。又は利用することを誓約して
いること
（イ）社会福祉連携推進法人に所属していること

処遇改善加算Ⅳの取得に重ずる要件（以下ⅰからⅲ）を満たすこと

（ⅰ）キャリアパス要件Ⅰ（任用要件・賃金体系の整備等）
（ⅱ）キャリアパス要件Ⅱ（研修の実施等）
（ⅲ）職場環境等要件
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13. 個人情報の保護について

（1） 事業者は、お客様及びお客様のご家族の個人情報を適切に取り扱うことは、居宅介護支援サービスに携わるものの重大な責

務と考え、事業者が保有する個人情報に関して適正かつ適切な取扱いに努め、個人情報に関連する法令その他関係法令、

厚生労働省のガイダンス及び当社プライバシーポリシーを遵守します。

① 事業者及び事業所の従業員は、正当な理由なくその業務上知り得たお客様及びご家族の秘密を漏らしません。

② 事業者及び事業所の従業員であったものは、退職後も正当な理由なくその業務上知り得たお客様及びご家族の秘密を

漏らしません。

③ 事業所ではお客様の医療上緊急の必要がある場合又は、サービス担当者会議等で必要がある場合、必要な範囲内でお

客様又はご家族の個人情報を利用します。

（2） 事業者が医療・介護関係事業者に委託をする場合、個人情報保護法及び厚生労働省ガイダンスの趣旨を理解し、それに則っ

た対応を行う事業者を選定し、かつ秘密保持契約を締結した上で情報提供し、委託先への適切な監督を行います。

14. サービス内容等に関する苦情・相談について

　　　サービスの内容及び個人情報取り扱い等に苦情・相談がある場合は、下記窓口にご連絡ください。

15. 記録の整備について

本事業所は、従業者、設備、備品、会計及び居宅介護支援等の提供に関する諸記録を整備し、その完結の日から５年間保存する

ものとする。

（1） 用紙で保管する場合

・ 鍵のかかる保管場所に保管します。外部に持ち出す場合は、持ち出し記録簿に記入し、管理します。

・ 記録の閲覧及び写しの交付は、本人及びご家族に限り可能です。

・ 保管期間が終了した書類については、シュレッダーにかけた上で破棄します。

（2） 電子媒体で保存する場合

・ お客様のデータを保存するパソコンは、ログイン時パスワードを求める等のセキュリティを設定し、お客様のデータに対してア

クセス権限のない第三者が不正にパソコン操作を行うことができないようにします。

・ データの閲覧、利用に関して、データアクセス時にパスワードを要求する等のセキュリティを設定し、許可された者のみがアク

セスできるようにします。

・ 外部へのデータの持ち出しは禁止し、保存期間が終了したデータはパソコンより消去します。

 【市区町村の窓口】 所在地 埼玉県秩父郡横瀬町大字横瀬４５-４５

横瀬町役場
健康づくり課

ＴＥＬ ０４９４－２５－０１１６

受付時間 ８：３０～１７：１５

 【市区町村の窓口】 所在地 埼玉県秩父市熊木町８番１５

秩父市役所
福祉部　高齢者介護課

ＴＥＬ ０４９４－２５－５２０５

受付時間 ８：３０～１７：１５

０４８－８２４－２５６８

０４９４－２７－８８２１

受付時間 ８：３０～１７：３０

所在地 埼玉県秩父市中村町３－１－３３

ＴＥＬ

 【事業者の窓口】

受付時間 ８：３０～１７：００(休憩時間：12:00～13:00)

所在地 埼玉県さいたま市中央区大字下落合１７０４番地（国保会館４Ｆ）

ＴＥＬ

あずみ苑秩父(公園橋)

【公的団体の窓口】

埼玉県国民健康
保険団体連合会

 【市区町村の窓口】 所在地

ＴＥＬ

受付時間
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16. 契約の解約、解除

（1） 当然終了

　 以下の場合は、自動的にサービスを終了いたします。

・ お客様がお亡くなりになった場合

・ お客様が介護老人福祉施設、認知症対応型共同生活介護、特定施設入居者生活介護、小規模多機能型居宅介護を

利用することとなった場合

・ お客様の要介護状態区分が、自立（非該当）、要支援又は日常生活支援総合事業対象者と認定された場合

・ お客様の最終支援月から２年が経過した場合

（2） お客様からの解約

契約の有効期間であっても、いつでも解約届出書により、１ヶ月以上の予告期間をもって解除の申し入れを行い、予告期間満

了日をもって解除することができます。

また、以下の場合には、解約届出書により直ちに解除することができます。

・ 事業者又は事業者の介護支援専門員が正当な理由なく、介護保険法関係法令及び契約事項を遵守せずにサービスの

提供を怠った場合

・ 事業者又は事業者の介護支援専門員が守秘義務に違反した場合

・ 事業者が破産等事業を継続する見通しが困難になった場合

（3） 事業者からの解除

お客様が事業者に対して信頼関係を破壊する行為をなし、改善の見込みがなく目的の達成が不可能となった場合は、１ヶ月

以上の予告期間をもって解除の申し入れを行い、予告期間満了日をもって解除するものとします。

（4） 事業者の都合でサービスを終了する場合

　 人員不足等やむを得ない事情により、サービスの提供を終了させて頂く場合がございます。

その場合は、終了１ヶ月前までに文書で通知するとともに、地域の他の居宅介護支援事業者をご紹介いたします。

17. 損害賠償

事業所は、サービス提供により事故が発生した場合は、市区町村、お客様のご家族に速やかに連絡するとともに、必要な措置を

講じます。また、サービスの提供により賠償すべき事故が発生した場合は、事業所は、お客様に対し、速やかに損害賠償をします。
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18. 業務継続計画

（1） 非常災害対策

災害や感染症が発生した場合であっても、必要な介護サービスが継続的に提供できるよう、業務継続計画（BCP）の策定、研修の実

施、訓練の実施等をおこない、業務継続に向けた取組の強化を図ります。

①

②

③

（2） 感染症対策の取り組みについて

感染症が発生した場合であっても、研修の実施等をおこない、業務継続に向けた取組の強化を図ります。

① 指針の策定

② 委員会の開催

③ 研修の実施

19. 虐待防止の取り組みについて

本事業所は、虐待の発生を防止するため、以下の措置を講じます。

（1）

（2）

①

②

③

④

⑤

（3） 研修の実施

指針に基づき、虐待防止に関する研修を年2回の実施いたします。

（4） 虐待防止に関する担当者は管理者といたします。

虐待防止及び早期発見への組織的対応を図ることを目的に「虐待防止検討委員会」を設置し、年4回委員会を開催し、

次に掲げる事項について協議いたします。

指針の策定及び掲示等

『利用者への虐待は人権侵害であり、犯罪行為である』と認識し、関係法令に基づき虐待の禁止、予防及び早期発見を徹底

するため、指針を策定し、施設内に掲示または備え付けの書面（紙ファイル等）、電子機器による電磁的記録の供覧等により

公表いたします。

委員会の開催

虐待防止のための指針、マニュアル等の整備及び職員への周知に関すること。

職員の人権意識を高めるための研修計画の策定に関すること。

虐待予防、早期発見に向けた取り組みに関すること。

虐待が発生した場合に、その対応に関すること。

虐待の原因分析と再発防止策に関すること。

災害対応 連絡網により可能な限り職員を招集します。また、ご家族に速やかにご連絡いたします。

防災設備 火災報知器、非常用放送設備などが備わっております。また、施設内各所に消火器を備え付けております。

消防計画、業務継続計画（BCP）に基づき、消火訓練、避難誘導訓練、地震訓練、風水害想定訓練などの防災訓練、

感染者の発生を想定した机上訓練及び実地訓練および研修を実施いたします。 訓練日に当該施設を利用されている

お客様は訓練に参加していただく場合があります。 また、非常災害に関する訓練の実施については、地域住民の参加が

感染対策委員会は、定例開催するほか、必要に応じて開催することとし、感染症及び食中毒の予防及びまん延防止に関する

内容について協議いたします。

指針に基づき、感染症対策に関する研修を年2回の実施いたします。

得られるよう連携に努めます。

当事業所の運営に関し、利用者の使用する施設、食器その他の設備又は飲用に供する水について、衛生的な管理に努め、

かつ衛生上必要な措置を講ずるとともに、事業所において感染症又は食中毒が発生し、又はまん延しないように必要な措置

を講ずるための体制を整備することを目的に、感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための指針を定め、利用者の

安全確保を図ります。
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20. その他

事業所に対する質問・要望等については、事業所として適切に対応いたします。

　
居宅介護支援契約書の締結に際して、上記内容の説明を行い、交付しました。

年 月 日

東京都中野区本町一丁目１２番８号

株式会社アズ・ライフケア

前田　隆博

上記内容について説明を受け、その全てについて同意し、交付を受けました。

説明日

説明者
職　名 介護支援専門員 氏　名

【事業者】 所在地

事業者(法人)名

代表者名 代表取締役

氏名

事業所番号 第　　１１７４９０１１１４　　号事業所名 あずみ苑秩父(公園橋)

【お客様】 住所

氏名

【署名代行者】 住所

印

印

印続柄続柄続柄
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